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１．はじめに

人口増加、都市化・工業化の進展、生活スタイルや食生活の変化、さらには気候変動を

背景に、今後世界各地で水に対する需要が一層増大すると予測されている。世界には水が

豊富にある国や地域がある一方で慢性的に水不足に置かれている地域もある。現在、水が

比較的豊富な地域でも今後水不足が生じうる国や地域もある。こうした中、水を重要な資

源と位置付け、国益のために国際協力等国の外交政策や通商・産業政策においてそれを有

効に活用しようとする国も現れている。

世界の水ビジネス市場は、2025年には現在の1.7倍に当たる100兆円規模にもなるのでは

ないかと予測されているが、我が国政府も2010年６月に策定した「新成長戦略」のほか、

2012年７月に策定した「日本再生戦略」の中の「アジア太平洋戦略」において、水分野を

パッケージ型インフラ海外展開における重要分野として位置付けており
1
、水関連企業な

どは水事業の海外展開を目指して取組を進めている。

こうした動きの中、本年７月にシンガポールで開催されたアジア最大規模の水関連見本

市である「国際水週間2012・水エキスポ」には世界各国から政府閣僚や大都市の首長、国

際機関幹部のほか、約650の企業や団体関係者など２万人近い人が参加したが
2
、我が国か

らも30を超える水関連企業や５つの自治体の代表が参加して、上水道や下水道の施設運営

写真１ シンガポール水エキスポ・ジャパンパビリオンの様子 のノウハウを紹介した(写真１)。

水関連事業の中心は上下水道事業で

あるが、我が国ではこれらの事業は主

に地方自治体・水事業体が維持管理・

運営を担っている。シンガポールでの

水エキスポへの自治体参加の例にみら

れるように、近年自治体でも海外水ビ

ジネスに対する関心が高まりつつある。

参議院国際・地球環境・食糧問題に関

する調査会でも自治体の取組や動向に

対する関心が示され、神戸市と大阪市

の実情を調査した。本稿では、これま

（出所)横浜市環境創造局ウェブサイト での調査会での論議や東京都、横浜市

及び北九州市での現地調査の結果なども踏まえながら、地方自治体の役割を中心に、世界

の水問題解決に向けた我が国の取組の課題について検討してみたい。
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２．世界の水問題解決に向けた我が国の取組

（１）水問題の現状

水は人々が生きていく上で欠かすことの出来ない大切なものである。と同時に、それは

人々の生活をより豊かにする資源でもある。水は地球上を循環しているものの、その分布

は偏在しており（図１）、利用できる安全な水の量は限られているが、これまで人々は様

々な工夫と努力によりそれを

手に入れ、有効に活用しよう

と努めてきた。

現在、世界では約８億

8,400万人が安全な飲料水を

利用できず、途上国人口の約

半分に当たる約26億人が基本

的な衛生施設を利用できない

でいる
3
。また、2012年３月

にＵＮＥＳＣＯが発表した

（出所）国土交通省『日本の水資源』（2012年版）を基に作成 「世界水発展報告書」で指摘さ

れているとおり4、今後、人口増加、 経済成長、工業化や都市化の進展、食生活の変化及び

気候変動を背景に、世界各地域で水使用量が増大し(図２）、需給がひっ迫するほか、干ばつ

・集中豪雨も多発し、深刻化するおそれがあり、2025年には世界人口の約３分の２が水不

足に直面するとの予測もなされている
5
。

以上を背景に、2012年３月、

「Time for Solutions－水問

題解決の時－」をメインテー

マ に、173もの国・国際機関

から３万5,000人を超える参

加者を得て、フランスのマル

セイユで「第６回世界水フォ

ーラム」が開催されたが、同

フォーラムでは数多くの会議

やイベントが催され、国際開

発協力政策を通じた水問題へ

（出所）国土交通省資料を基に作成 の取組強化などを訴える閣僚

宣言を採択した。

また、本年６月に開催された国連持続可能な開発会議（リオ＋20）における採択文書で

も水分野における取組の重要性がうたわれている。

（２）我が国の取組

我が国では、これまで水関連災害や渇水、水質汚染など様々な水問題に直面し、こうし
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図１ 地域別一人当たり利用可能な河川等水量
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た問題を克服するため、ソフト、ハード両面の対策を進めてきたが、こうした水関連災害、

汚水処理、海水淡水化及び統合的水管理等に関する優れた知見、経験、技術を開発途上国

の水問題解決のために活用している。水・衛生分野に関して、1990年代から継続的にＯＥ

ＣＤ・ＤＡＣ（経済協力開発機構・開発援助委員会）諸国の中のトップドナーとして支援

を実施してきており、2005年から2009年までの５年間で二国間ドナーの38%に当たる98億

ドルのＯＤＡを実施した(図３）。このうち、上水道と下水道が84％を占め、バングラデシ

ュ・クルナ上水道施設整備などのように大規模システムや基本的な設備を整備している。

水道分野の実績を見ると、我が国は、2009年までの10年間で1,426人の研修生を海外か

ら受け入れており、また10年間で281人の水分野の専門家を海外に派遣しているが、その

多くが水道事業体職員かそのＯＢである。

水道分野での日本のＯＤＡに対する途上国の期待は依然として高いが、一方で国際評価

はあまり高くない上、日本自身の国

際競争力強化に役立っていないとの

指摘もなされている
6
。

昨今の厳しい財政事情の中でＯＤ

Ａを取り巻く環境も悪化しているこ

とから、これ以上ＯＤＡ予算を増額

することは困難になってきており、

ＯＤＡ以外のスキームや官民連携に

よって国際協力を進める必要性が生

じてきている。特に近年、政府の「新

成長戦略」（2010年６月）にあるとお

り、低迷する日本経済を再生するた

めにはインフラ分野での海外投資促

（出所）海外水インフラＰＰＰ協議会提出資料を基に作成 進が重要であるとして、水ビジネスが

関心を集めている。

水ビジネスは、計画策定や施設建設から浄水場や終末処理場（下水処理場）などの施設

運転・維持管理、水道メーター検針や料金徴収などの顧客サービス、水処理薬品や水処理

膜など製品や部品の供給など多岐にわたる。国際水ビジネスにも、水道事業会社への出資、

施設整備案件の受注、施設運転管理の受託、施設整備及び運転管理の受注（長期契約）、

水道事業の実施（料金徴収、施設整備、経営）、海水淡水化、ボトルウォーター、バラス

ト水輸出など様々な形態がある
7
。

世界の水ビジネス市場は、Global Water Market 2008 及び経済産業省試算では、2007

年の36兆円から2025年には87兆円へと、2.4倍にも拡大することが予測されている(図４)
8
。

また、「産業競争力懇談会」が2008年３月に発表した「水処理と水資源の有効活用技術－

急拡大する世界水ビジネス市場へのアプローチ」では、2025年の市場規模を111兆円と試

算している
9
。

市場規模を見ると、2025年には海水淡水化、工業用水・工業下水、再利用水市場の伸び
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図３ 水と衛生分野のＯＤＡにおける主要国の割合
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が大きいものの、市場としては上下水道市場が全体の75％を占めるなど海水淡水化等に比

べて圧倒的に大きなシ

ェアを占めるボリュー

ムゾーンである(図

４)。また地域別では、

東アジア、東南アジア、

中近東、北アフリカで

の伸びが大きいと予測

されており、東アジア

と東南アジアでは比較

的欧州メジャー勢との

競合が少ないと言われ

ている10。

上下水道市場ではイ

（出所）経済産業省『水ビジネス国際展開研究会報告書』を基に作成 ンフラの建設・整備か

ら維持管理・運営に至る包括的な案件が主流である。我が国企業は上下水道インフラの建

設・整備、汚水処理や海水淡水化等の要素技術に関しては高いレベルにあり、国際的にも

優位性を有するが、海外の水メジャーと異なり、水道事業の維持管理・運営の経験とノウ

ハウを有していないために、海外の上下水道市場に参入できない。そのため、海外での水

ビジネス展開においては、維持管理・運営のノウハウを有する自治体と製造設計・建設整

備に強い民間企業との連携が不可欠であるとされる。

そこで、経済産業省の「水ビジネス国際展開研究会」が2010年４月に取りまとめた「水

ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方策」では、官民連携（ＰＰＰ）の推進を図る

こと等により、2025年に民営化された海外の水ビジネス市場で我が国が６％のシェアを獲

得する目標が掲げられている
11
。また、水源確保から上下水道事業までの水管理をパッケ

ージとして捉え、官民共同セミナーを開催するなど、官民連携による海外展開に向けた取

組を積極的に推進するため、同年６月に経済産業省、厚生労働省、国土交通省に事務局を

置く「海外水インフラＰＰＰ協議会」が設立された。同協議会には東京都ほか10の自治体

を含む200近い水関連事業関係団体が参加しており、年２回又は３回程度開催されている。

３．地方自治体による水道事業の現状と最近の動き

（１）現状

我が国では古来より水は人々の生命や暮らしに不可欠な資源であるとして、豊かな水を求

めてたゆまない努力がなされてきた。120年以上前から各地方自治体によって上下水道の整備

が進められ、2009年度末時点において水道事業体が整備した水道箇所数は上水道（給水人口

が5,000人超の水道）、簡易水道（給水人口が5,000人以下の水道）合わせて１万6,416箇所に

上っており
12
、実際、水道の普及率は97.5％に達している

13
。また、上水道からは飲料に適し

た安全な水が供給されており、我が国の水道技術は世界でもトップクラスにあると言われて
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図４ 事業分野別水ビジネス市場規模
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いる。

2008年現在、上下水道それぞれ2,244、3,687の事業体があり、合計８万人を超える職員

が事業に携わっている
14
。このほか、計画設計コンサルタントや、エンジニアリング、建

設、機器、素材、薬品製造及び施設維持管理に関わる多くの事業者がある。このように多

数の事業者間の適度な競争環境によって熟練の水道技術者が生み出されている。

しかしながら、自治体の上下水道事業を取り巻く環境は次第に厳しさを増してきている。

上水道の管路や浄水施設の多くは高度経済成長期に造られたもので、2015年から2030年前

後に耐用年数を迎えると予想されている
15
。2010年を見ると、全国で水道管の破裂事故が

1,200件、下水管の陥没事故が4,700件発生している。水道施設の更新に要する経費は2006

年３月時点で年間約5,500億円であるが、年々増加傾向にあり、上下水道合わせて全水道

管の更新には120兆円もかかると予測されている
16
。

しかしながら、近年の水道投資額は減少傾向にあり、この傾向が続いた場合にはいずれ

は更新需要が投資額を上回り、施設更新もおぼつかなくなることになるとの予想がなされ

ている
17
。また、全国の下水道施設は多くが高度経済成長期後に造られているため、上水

道に比べて更新の時期はやや遅いものの、大都市については既に50年の耐用年数を過ぎて

いる下水管は約１万キロに及んでおり、今後自治体財政に大きな負担となるのではないか

と指摘されている
18
。

2010年７月から８月にかけて株式会社日本総合研究所が実施した「今後の上水道事業の

経営課題に関する全国の都道府県・市の水道事業者を対象としたアンケート調査」では、

水道施設の更新に関して、既に財源不足や人員不足が顕在化している事業者が４割近くに

及ぶこと、今後10年間を対象にすると、９割以上の事業者で財源不足が問題になり、８割

弱の事業者で人員不足が問題になる見通しであり、大量更新に備えて万全の準備ができて

いる事業者は限られていることが明らかとなった
19
。このうち財源不足に関し、我が国で

は使用量が増えるほど料金単価が高くなるという「逓増制料金」を採用している場合が多

いため、経費節約のために、水道を使う代わりに地下水を使用するホテル、病院、ショッ

ピングセンターが増えており、このことが水道料金減収の要因の一つになっている20。ま

た、近年水循環の適正化を図る観点から雨水の利用が注目され、今国会でも議員立法によ

り提出された「雨水利用推進法案」が審議されているが、今後全国で雨水の利用が進めば、

水道料金減収の新たな要因になり得ると予想される。

このほか、近年の大規模地震被害は阪神・淡路大震災以降15年間で11回発生と、ほぼ毎

年発生しているにもかかわらず、施設の耐震化は遅れており、基幹管路の耐震管の割合は

約17％程度にとどまっていることや、現在水道局職員の４割以上が50歳を超えており、水

道事業体の規模にかかわらず、熟練職員の一斉退職後の技術の継承をいかに図るかが大き

な課題である
21
。特に、熟練職員の大量退職による技術者不足に対しては、多くの自治体

が危機感をもっていると指摘されている
22
。

また、こうした課題に対処するには、水道料金値上げによる資金確保、広域化の促進、

流域単位の管理、道州制を先取りした事業統合の推進、公民連携の推進などが必要である

と様々な識者から指摘されている
23
。
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（２）最近の動き

2004年６月、厚生労働省は、水道に関わるすべての人々の間での水道の将来についての

共通認識の形成を目指した「水道ビジョン」を策定したが（図５）、その中で「世界のト

ップランナーを目指してチャレンジし続ける水道」を基本理念とし、我が国の水道の現状

と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像についてすべての水道関係者が共通

目標を持って、その実現のために必要な具体的な施策や工程を明示しており、特に、水道

ビジョンの目標達成には水道の利用者を含む様々な関係者の参加が不可欠としている
24
。

現在、人口減少や東日本大震災など水道を取り巻く環境が変化していることから、新水道

ビジョンを2012年度中に策定するための検討を行っている。

また厚生労働省は、2005年10月、各水道事業者に対して水道事業の将来像とその実現方

策を定める「地域水道ビジョン」を策定するよう要請しているが、2012年４月現在、事業

別の策定件数は、上下水道整備事業で735件（654プラン）、用水供給事業で68件（49プラ

図５ 「水道ビジョン」フロー ン）であり、その

割合はそれぞれ50

％、67％となって

いるが
25
、都道府

県単位では７つに

とどまっている
26
。

また、1999年９

月に「民間資金等

の活用による公共

施設等の整備等の

促進に関する法

律」（ＰＦＩ法）

が施行され、我が

国の水道事業分野

(出所)日本水道協会ウェブサイト における民間企業

の参入への道が開かれた（同法は2001年に一部改正）。2001年４月には国土交通省から「性

能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」が公表されている。

その後、2002年４月の水道法の改正により、水道の管理に関する技術上の業務を水道事

業者及び需要者以外の第三者に委託できる「第三者委託制度」が創設され、2003年９月の

地方自治法の改正により、これまでの管理委託制度に代わり「指定管理者制度」が導入さ

れ
27
、民間企業にも公の施設の管理を委託できるようになった。さらに、2006年６月に、「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律」が施行され、公共サービスの民間開放

が進められることとなった。しかしながら、このように法制度は整備されてきたものの、

長年自治体が上下水道の事業主体として責任をもって事業を実施してきたことなどから、

水道事業の民営化はなかなか進まなかった。
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そこで国は水道分野の官民連携を促進することを目指し、2010年12月、厚生労働省と経

済産業省が連携して、水道事業者等と民間事業者とのマッチング促進を目的とした「水道

分野における官民連携推進協議会」を設立した
28
。その後、同協議会は年３回程度会合を

開いている。さらに、2011年５月にＰＦＩ法が改正され、民間が公共施設等を運営し、自

らの収入として料金徴収することが可能になり、それによって水道施設の運営の民間への

委託(コンセッション)ができるようになった
29
。

にもかかわらず、現在においても下水道事業の限定的な包括民間委託や水道の料金徴収

事務などを除いて民営化はほとんど進展しておらず、アウトソーシングについても業務の

範囲や委託期間が限られている
30
。さらに、水道事業の広域化を取り上げてみても、1985

年以降大きな進展は見られない
31
。

このように官民連携が進んでいない理由は何か。これに関しては様々な要因が考えられ

るが、地方自治体側にＰＰＰを導入し、民間開放を進めるインセンティブがないこともそ

の要因となっているとの指摘がなされている32。

４．自治体の海外水ビジネス展開をめぐる最近の動向

（１）海外展開に向けた動き

水道事業民営化の動きと並行して、自治体水道事業の海外展開についても最近いろいろ

な動きがみられる。

海外展開の是非について政府部内でも検討が行われており、総務省は他省と共に、「地

方自治体水道事業の海外展開検討会」を開催し、2010年５月、地方自治体の有する水道の

管理・運営のノウハウを活用した海外展開について課題を整理するとともに必要な国の支

援策を検討し、「中間とりまとめ」を行った。

表１に示すとおり、同中間とりまとめでは、海外ビジネス展開は現地の生活水準向上を

通じて開発効果をもたらすという観点から国際貢献であること、地方自治体、民間企業そ

れぞれが有する技術・資源をいかし、官民が連携しながら地方自治体が負うリスクを最小

限にとどめるため、第三セクター又は自治体の民間との連携によって海外展開を行うこと

が現実的であるとしている。また、地方自治体が自ら海外水ビジネスに参画する場合には「地

方公営企業の経営原則を踏まえた住民の理解」と「経営悪化等の場合における速やかな撤退

などの適切な措置」が必要である旨指摘している
33
。

表１ 中間とりまとめの概要

○趣旨・目的をどう考えるか

地方自治体が海外展開について検討するに当たっては、国際貢献、水道事業の持続

性確保、技術の継承と人材育成、地域産業振興、水道法との関係を考慮し、その趣

旨・目的を明確にしておく必要がある。

○どのようなビジネスモデルか

地方自治体・民間企業それぞれが有する技術・資源を活かし官民連携して事業展開
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することが有効な方策と考えられる。また、上水道事業のみならず、水資源開発、下水道

事業など他のインフラ事業をパッケージで受注することも考えられる。

（東京都水道局と大阪市水道局の先進的な取り組みを紹介）

○事業資金をどう調達するか

ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡ、ＮＥＸＩ、産業革新機構等の政府関係機関等の活用が考えられる。

○考えられるリスクとリスクヘッジ

地方自治体が海外展開する際には様々なリスクが考えられるが、これまでも広く海外

展開を行ってきた民間企業のノウハウも活用しながら、様々なリスクを回避するために、

対応策を検討するとともに、リスクに対応できる体制づくりをしておくことが肝要である。

（リスクの例：取引リスク、為替変動リスク、制度・法令変更リスク、カントリーリスク等）

○実施主体はどうあるべきか

地方自治体・民間企業それぞれが有する技術・資源を活かし官民連携しながら、地方

自治体のリスクを最小限にとどめることを考慮した場合、実施主体は第三セクター又は

自治体が民間と連携することが現実的であると考えられる。

○地方自治体の参画と国の支援

地方自治体水道事業の海外展開について、地方公営企業法上の整理、第三セクターへ

の出資に要する経費に係る地方債の取り扱い及び第三セクターへの職員派遣スキームの

明確化の問題等を整理しその方針を示すことで国の支援とする。

（出所）総務省ウェブサイト

（２）海外展開をめぐる論議

地方自治体が水道法及び地方公営企業法に基づき行う水道事業は、地域住民の生活及び企

業活動を支える重要な活動として認識されているが、自治体による海外での水ビジネスには

取引リスク、法令順守リスク、人的リスク、事務リスク、為替・金利変動等経済的リスク

など様々なリスクがある
34
。また、我が国では水道事業は公営事業として長い間運営され

ており、コストを削減し、収益を追求するビジネスとは一線を画してきた。そのため、自

治体が我が国とは多くの点でまったく異なる海外で水道事業を展開することは想像以上に

困難が伴う。自治体が海外で水ビジネスを展開することが「公共の福祉の増進」という自

治体の理念に合致するのかなどをめぐって、国内水道事業の民営化の是非を含め、国会な

どで様々な論議がなされている。

慎重な立場からは、「地方自治体はその地域に住む住民のためのサービス向上に努めるべ

きであり、かつ市場原理に委ねては問題が発生することのみを対象とすべきであり、収益を

求めて海外ビジネスに進出することは誤りである」との意見、「海外での入札は民間企業を対

象としており、それに地方自治体が同一条件で参加することは民業圧迫である」との意見、「地

方自治体の海外での入札参加が可能となることによって、海外自治体の日本の水道事業への

入札参加を認めざるをえなくなる」との意見が出されている
35
。
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また、「水ビジネスには営利活動が伴うものであり、自治体の公共の福祉の増進を図ると

いう役割とは相容れないのではないか」との意見、「自治体はリスクをかぶらないことが公営

企業として重要であり、自治体が水ビジネスを行う場合には身分の問題などが出てくる」と

の意見、さらには「これまで欧米の水関連企業が途上国で水道事業を始めたものの住民の

反対などにより撤退を余儀なくされたケースが数多くあり、途上国の水道事業をビジネス

として行うことには問題や課題があるのではないか」との指摘がなされている
36
。

こうした意見や指摘に対し、「水ビジネスは世界の水問題解決への支援に重点があり、支

援をした結果何らかの対価をもらうことはあってよいのではないか」との意見、「水道の最終

責任は公が担うべきであるが、民の優れた技術を活用し、さらに民にも浄水場の運転管理な

どを任せてもよいのではないか」との意見が出されている37。

また、「日本の水道事業は高コストで、料金回収率が高くないため、中長期的にはＰＰＰ

を通じて、自治体に代わって水道事業を行う民間企業を育成し、そうした民間企業が海外に

事業展開すべきであるが、水道事業は公益事業であり、将来民営化したとしても、公共の関

与は不可欠である」との意見も出されている
38
。

「海外に一旦投資すると決めたら、供給責任も生じるので簡単に撤退できないため、水ビ

ジネスを行うとしても、当初は技術的な支援や対価を得るためのサービス契約の締結から始

めるべきである」との意見や、「自治体は研修生の受入れ等の国際協力を通じてアジアの主要

都市や地域とのネットワークを構築しているため、自治体が水ビジネスに進出し、水関連企

業との連携を図ることによって、企業側がこうしたネットワークを活用して海外での水ビジ

ネスを円滑に進めることが可能となる」との意見も出されている
39
。

このほか、「自治体・水道事業体職員の給与の高さを考えると、たとえ高いスキルや経

験が海外ビジネスでいかせるとしても、自治体が自ら海外で水ビジネス展開を行うことは

困難なのではないか」との指摘もなされている
40
。

さらに、自治体による水ビジネスの意義を評価しつつも、「自治体が現地の事業運営会社に

出資する場合、出資の原資が地域住民から徴収する水道料金や税金であることから、議会承

認などのプロセスを経る必要が出てくるほか、リスク許容度についても民間事業者と比べて

小規模にとどまることから、官民連携案件は、自治体の役割をノウハウ提供等必要最小限に

抑え、あくまで民間事業者が主導権をもって推進すべきである」との指摘もなされている
41
。

（３）水分野での国際協力・海外展開の現状

ア 国際協力・海外展開の現状

現在、地方自治体は水分野でどのような国際協力・海外展開を図っているのであろうか。

それを取りまとめたものが表２であるが、2012年８月現在、10を超える自治体が国際協

力や官民連携による海外ビジネス展開に関して様々な動きを見せており、その数は増加
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傾向にある。

表２ 地方自治体による水分野の国際協力・海外展開の動き

自治体 主な動き

札幌市 ・中国・瀋陽市との技術交流を実施。

・北海道の水ビジネスを考える会を設置。

埼玉県 ・中国・山西省におけるビジネスニーズ調査を実施。

・官民連携による海外ビジネス推進のため「ウォータービジネスメンバーズ埼

玉」を設置、水ビジネスフォーラムを開催。

さいたま市 ・ラオス・ビエンチャン市との人材育成協力を実施。

東京都 ・東京水道サービス株式会社を活用した国際貢献ビジネス（マレーシアにおけ

るＦＳ事業への参画等）を実施。

・国際貢献ミッション団のインド、インドネシア、ベトナム、マレーシア、モ

ルディブへの派遣を実施。

川崎市 ・オーストラリア・クイーンズランド州における雨水利用等に関するＮＥＤＯ

プロジェクト、大阪市と関西企業が参画する官民連携チームによる都市淡水

対策支援を実施。

・ＪＦＥエンジニアリング（東京）などと組み、オーストラリア・ブリスベー

ンで雨水や排水の浄化設備を建設中。

・2012年８月に「かわさき水ビジネスネットワーク（仮称）」を立ち上げ、市が

事務局となって企業の海外展開を支援する予定。

横浜市 ・ベトナム・フエ市、ホーチミン市等との水道分野における技術協力を実施。

・100％出資の株式会社「横浜ウォーター」を設立し、日揮などと共同でインド

の水道事業への参入を計画中。

浜松市 ・海外水ビジネス展開を目指して、市内の産業界等との連携や事業主体につい

ての検討とともに、庁内プロジェクトチームの設置及び関係自治体等との協

議・連携を実施。

名古屋市 ・スリランカにおけるＪＩＣＡ事業への技術支援を実施。

・地元財界と協議会をつくったほか、「名古屋上下水道総合サービス株式会社」

を設立し、企業と連携しつつ海外進出先を模索中。

滋賀県 ・海外へ国内企業の下水道処理技術を発信する国土交通省の水ビジネス推進拠

点構想について、草津市の県湖南中部浄化センターと隣接する水環境科学館
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への設置を政府に提案。琵琶湖の水質保全で普及した下水道の高度処理技術

や、下水関連企業が県内に集積する利点をアピール。

京都府 ・中国・西安市への上下水道事業の管理運営に係る情報とノウハウの伝達、研

修生の受入れを実施。

大阪市 ・ベトナム・ホーチミン市における配水コントロールシステム導入等に関する

ＮＥＤＯプロジェクト、大阪市と関西企業が参画する官民連携チームによる

都市浸水対策支援を実施。

神戸市 ・ベトナム・キエンザン省との上下水道分野における技術協力・交流を実施。

広島市 ・2012年度以降に民間の水処理企業と共同出資して「広島ウォーター」（仮称）

を設立し、県営水道事業の管理・運営を移管する方向で検討中。将来的には、

県内企業や海外の政府機関と連携し、水道事業の海外進出を図るべく検討中。

下関市 ・中国・青島市水道局との間で技術職員の相互派遣を実施。

北九州市 ・カンボジア、プノンペン市等との水道分野における技術協力、市場可能性調

査団の派遣、シュムリアップ市浄水場建設基本設計補完業務を落札。

・ベトナム・ハイフォン市での市場可能性調査団及びミッション団の派遣、上

下水道分野における技術協力を実施。

・中国・大連市における市場可能性調査団及びミッション団の派遣、上下水道

分野における技術交流を実施。

・「北九州市海外水ビジネス推進協議会」を設立し、民間企業のシ－ズ及びニー

ズの把握、海外の現地ニ－ズの調査、官民連携による海外展開の手法検討、

具体的な案件形成に向け検討中。

・水処理大手企業と提携し、カンボジアやベトナム・ハイフォン市で水道管理

を手掛ける予定。

長崎市 ・中国・福州市との水道技術交流を実施。

沖縄県 ・島しょ国家における水ビジネスの可能性を模索するため、2011年に県内企業、

沖縄県企業局、宮古島市、ＪＩＣＡの参画の下で「水ビジネス検討会」を設

置。

・サモア、フィジー、トンガのオセアニア３か国に調査団を派遣。

宮古島市 ・サモアで水道事業運営支援を実施。

(出所)厚生労働省資料、日本水道協会資料、環境新聞2011年新春特集号などを基に作成
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イ 自治体による海外展開の背景

地方自治体による水分野における海外展開の背景には、前述のとおり、上下水道施設の

老朽化によって今後大きな更新需要が生ずるが、他方で人口減少、高齢化、工場の海外移

転等による企業活動の減少などによって水道収入が減少することが予想され、水道収入以

外の収入源を確保する必要が出てきたことがある。また、熟練技術職員の大量退職によっ

て高い技術力を維持することが困難になることから、技術者に経験を積ませて能力の維持

・向上を図る必要があることも背景にある。

地方自治体が国際貢献を行う際には、地方自治体、民間企業それぞれが有する技術・資

源をいかし官民連携して事業展開することが有効な方策であるが、これに加えて、自治体

同士の連携も重要である。そこで、東京都、横浜市、大阪市などは水ビジネスの海外進出

に向け自治体間の連携組織を設置することとなったが、本年度中には参加する自治体によ

る連絡会議を設置する予定である。

（４）主な自治体の海外展開に向けた取組

ここでは、代表的な事例として、東京都、横浜市、北九州市の取組についてその現状と

課題について取り上げる。

ア 東京都

東京都水道局は約1,300万人に水を供給している。漏水率はわずか3.1％と非常に低く(図

６）、料金徴収率は99.9％に上っている。砧浄水場のような膜による大規模なろ過施設も

有しており(写真２）、東京都の水道システムは世界でトップレベルにあるといえる。

東京都水道局は、まず国際貢

献をベースに支援を行い、水の

供給によって地域や経済が成長

し、やがて水道料金を負担でき

るようになったときに水ビジネ

スを付け加えていこうという基

本的な考えがあった。

水道局では、1986年以来これ

まで海外研修生の受入れ（最近

５年間でのべ1,800人）や職員

の海外派遣(40人以上）などの

(出所)水の安全保障研究会最終報告(2008.7)等に基づき作成 国際貢献に取り組んできている

が、近年、世界的な水問題への対応など、我が国の技術に対する期待が高まっていること

から、これらに加えてビジネスを通じた国際協力を行うべく、2010年１月に「東京水道経

営プラン2010」を策定した。同年４月、「海外事業調査研究会」を設置したほか、民間企

3.1 5
9.9 10.5

20

25 25.2 26 26.5

35

図６ 世界の主要都市の漏水率
（2008年 単位：％）
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業と共に出資して、水道施設の維持管理を手掛ける第３セクター「東京水道サービス株

写真２ 砧浄水場の膜ろ過施設 式会社」（ＴＳＳ）を設立した。また、海外事業展開

を担う主体として、ＴＳＳ出資により「東京水道イ

ンターナショナル株式会社」を設立した（図７）。

地方自治体は住民サービスの提供が基本であり、

積極的にリスクを取って海外に進出することは困難

であるため、水関連メーカーや商社、金融機関など

に対し管理・運営のノウハウを提供する形を取るこ

とによって、これらの民間企業の海外水ビジネスを

支援することとしている。

（出所）東京都水道局ウェブサイト 2010年５月に三菱商事が官民出資ファンドの産

業革新機構などと共同で、豪州第２の水道会社ユナイテッド・ユーティリティズ・オー

ストラリア（ＵＵＡ）を買収したが、東京水道サービスはＵＵＡの継承会社とコンサル

ティング契約を結び、2011年よりコンサルティングを実施している。

図７

(出所）東京都水道局ウェブサイト

また、東京都はフィージビリティ・スタディ（ＦＳ）のため、マレーシア、インドネシ

ア、インド、モルディブに水道局と東京水道サービスによる合同調査団を派遣した。

現在、進出に向けて最も協議が進んでいるのはベトナムで、ハノイに建設する浄水場で

水を浄化し、水道公社にそれを提供すべく詰めの協議が行われている。

2011年10月、東京都水道局はその高い水道技術を活用して、世界の水問題を解決する国

際貢献の水ビジネスを行うべく「民間企業支援プログラム」を創設し、水ビジネスに参加

する企業に対して、相手国、企業等からの依頼に基づくマッチング機会の提供、当局所管

施設への視察受入れ、当局からの相手国政府等への協力表明、東京水道サービス株式会社
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を活用した国際貢献ビジネスとの連携について支援することとした。これは、官民連携の

考え方を背景として、官民一体のコンソーシアムの形成の先導と民間企業の海外水ビジネ

ス進出を支援することを目的とするものである。

同年11月には都水道局が支援を行う55社が発表された。その中には建設、化学、素材・

機械、電機、プラントエンジニアリング、オペレーション・メンテナンス、商社、金融機

関、コンサルティング企業などが含まれている。今後、水道局では、これらの企業が海外

案件を受注しやすくするように、企業が希望する場合に第３セクター、ＴＳＳを活用して

コンソーシアムをつくる考えである。

なお、2012年１月18日、東京都は昨年11月21日に登録企業を発表した「民間企業支援プ

ログラム」について常時受付を開始することを発表した。

イ 横浜市

横浜市の水道は我が国最初の近代水道であり、すべての浄水場でＩＳＯ9001（統一した

品質保証規格）を取得するなど高度な浄水処理技術・水質技術や起伏の多い市内全域に安

定して水を供給できるノウハウを有している。同水道局は1973年にアフガニスタンに職員

を派遣して以来水道分野での国際貢献を行っているが、その背景には、①水道事業体の責

務、②人材育成の必要性、③アジアの都市問題の解決及び世界平和の実現に寄与するとい

う国際都市・横浜市としての政策の３つがある。

横浜市水道局は、1987年以来、横浜・上海友好都市交流事業、ＣＩＴＹＮＥＴなどの都

市間協力事業、ＪＩＣＡやＡＯＴＳ(財団法人海外技術者研修協会)など国際関係機関との

連携事業等、様々な形態により2,000人を超える研修員を受け入れているが、地域別では

アジアからの受入れが最も多い。2011年度は10か国から265名の研修員を受け入れた(表３）。

表３ 研修員の受入れ状況(2011年）

研修名称 受入国名 研修員所属機関 研修対象 受入

人数

ＣＩＴＹＮＥＴ／横浜・ 中国、 フエ省水道公社、 実務者 ３

上海友好交流事業[水道技 ベトナム ホーチミン市水道公社、

術研修]／ベトナム水道事 上海市北自来水公司

業体等との４者覚書に基

づく相互協力事業

ＪＩＣＡフィリピン国別 フィリピン メトロセブ水道区（ＭＣＷ 幹部 ７

研修「メトロセブ上水道 Ｄ）

事業運営・管理」（配水管

理/水質管理）

ＪＩＣＡベトナム国技術 ベトナム 都市建設大学校中部水セク 実務者 ４

協力プロジェクト本邦研 ター研修センター、

修（浄水処理/水質管理 フエ省水道公社、

カインホア省上下水道公社
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ＪＩＣＡベトナム国技術 ベトナム 都市建設大学校中部水セク 実務者 ８

協力プロジェクト本邦研 ター研修センター、

修（設備維持管理/ フエ省水道公社、

配水管理） ゲアン省水道公社、

ダナン市水道公社、

クアンチ省水道公社、

ダックラック省水道公社

上海友好交流事業 (環境 中国 上海市水務局 実務者 ６

技術交流）

ＪＩＣＡ「アフリカ地域 エリトリア、 (エリトリア）国土・水・ 実務者 ９

都市上水道技術者養成」 ガーナ、 環境省

シエラレオネ、 （ガーナ）地方自治・地域

スーダン、 開発省、ガーナウォーター

タンザニア 株式会社

（シエラレオネ）シエラレ

オネウォーター株式会社、

グマ・バレー株式会社

(スーダン）カッサラ州水道

会社

(タンザニア）ザンジバル水

道公社

ＪＩＣＡ課題別研修「ア バングラディシ （バングラディシュ）チッ 実務者 ８

ジア地域水道事業経営・ ュ、 タゴン上下水道公社、クル

人材育成セミナー」 ネパール、 ナ上下水道公社

インド、 (ネパール）公共事業計画省、

パキスタン、 カトマンズ水道公社

スリランカ (インド）デリ水道公社、バ

ンガロール上下水道公社、

ウッタル・プラデーシュ州、

ダワハティ市

(パキスタン）カラチ上下水

道局、ファイサラバード上

下水道公社

(スリランカ）上下水道省、

全国上下水道局、北西州技

術部

ＪＩＣＡベトナム国技術 ベトナム 都市建設大学校中部水セク 実務者 ８

協力プロジェクト本邦研 ター研修センター、
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修（顧客サービス/ フエ省水道公社、

財務計画・人事管理） ゲアン省水道公社、

ダナン市水道公社、

クアンチ省水道公社、

ダックラック省水道公社

（出所）横浜市水道局資料

また、浄水処理等の技術移転を始め、水道事業経営、料金徴収など、水道事業全般につ

いて助言するため、アジア、中東、アフリカ等の27か国に職員を派遣しており、その数は

190名に上っている。

国別ではベトナム支援を重点に置いており（図８）、2007年３月から２年間にわたっ

て、ベトナム中部のフエ水道公社とのＪＩＣＡ技術協力プロジェクトに協力した。また、

2009年８月にはフエ及びホーチミンとの間の技術協力に基づき、職員派遣や研修生受入

れを進めており、2010年６月からはフエでのプロジェクトの成果をベトナム中部地域に

広げるため、年間の新たな技術協力プロジェクトに取り組んでいる。

図８ 横浜市が協力するベトナムの都市 横浜市水道局では、水道局全体で国際貢献の取

組を進めるため、局長をトップにした幹部職員で

構成する「国際貢献推進会議」とその下部組織と

して実際の事業を中心的に担う人材の集合体であ

る「国際協力専門委員会」を設けている。

他方、横浜市でも水道料金収入の減少が続いて

おり、総延長9,000キロにも及ぶ水道管が順次更

新の時期を迎えているほか、浄水場などの施設も

すでに50年間も使用してきており、老朽化が進ん

でいる。このため、老朽化に伴う水道施設の抜本

的な更新や大規模地震に備えた耐震化を図ること

が必要になってきているが、水道収入だけではそ

うした経費を賄うことが困難になっており、財政

基盤強化のため、新たな収益源の構築が不可欠に

（出所）横浜市水道局資料 なってきている。

そこで、横浜市水道局は、土地・建物など保有財産の有効活用を積極的に行うとともに、

技術やノウハウなどをいかし、経営基盤を強化して、持続可能な経営を行うため、新たな

体制について検討を行った。その結果、水道局には高い技術力、ノウハウ、国際貢献の経

験がある一方で、経営基盤が脆弱であるほか、熟練職員の一斉退職に伴い技術の空洞化が

起きているなどの問題点があることが明らかとなった。こうした問題点を克服するために

は水道局が広く水関連の企業等と連携し、その技術やノウハウを提供することが重要であ

るとして、2010年7月、水道局100％出資による「横浜ウォーター株式会社」を設立した。

同社では、水道施設の整備・維持管理、研修事業、国際関連事業等が進められている(図９）。
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図９ 横浜市水道局と横浜ウォーター（株）との関係 このほか、市内

中小の水関連企業

の海外ビジネスを

支援するととも

に、横浜市の資源

・技術を活用した

公民連携による国

際貢献を推進する

ため、2011年11月、

「横浜水ビジネス

（出所）横浜ウォーター（株）ウェブサイト 協議会」（Ｙ－ＰＯ

ＲＴ）を設立した。同協議会には現在、133企業・団体と横浜市が会員となっており、会

員企業が有する環境技術の広報・プロモーション、企業間ネットワーク構築支援、海外需

要の調査・情報提供のほか、水ビジネス分野におけるＰＰＰ方式の検討を行っている。ま

た、同年10月には、市内企業の海外展開支援に向けた取組のため、ＪＩＣＡとの間で連携

協定を締結した。

2010年度に策定された国土交通省成長戦略に基づき、水・環境インフラの国際展開をよ

り一層加速させる観点から、政策・技術をパッケージとしたトータルソリューションを提

供すべく、国際的技術専門機関と国際展開において先進的な地方自治体により構成される

「水・環境ソリューションハブ」(ＷＥＳ Ｈｕｂ)が2012年度より発足したが、横浜市は

ＡＡＡ（Alliance Advanced Agency:ハブ都市）としてこれに参画しており、今後ハブ都市

として国際展開活動を行うため、具体的な設計を進め、必要な整備を行うとしている。

写真３ 第７回ＩＷＡワークショップの様子 また、2012年２月には世界７か国から

水の専門家８名を講師に迎えて、水道事

業におけるアセットマネジメント等をテ

ーマに、「第７回ＩＷＡワークショップ」

が開催された(写真３）。各国・地域ごと

の事例報告や、東日本大震災の影響など

を踏まえた活発な意見交換の後、総括と

して、国内外に向けた「横浜メッセージ」

が発表された。

さらに、横浜市は、2012年７月、シ

(出所)日本水道協会ウェブサイト ンガポール公益事業庁（ＰＵＢ）と株式

会社明電舎との間で、下水汚泥処理で発生する分離液のエネルギー消費を抑えた処理法

について実証プラントを用いて共同研究を行うための覚書を締結した。

ウ 北九州市

工業都市として発展してきた北九州市は、大量の工業用水を必要としたため、水の確保
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が重要課題とされてきた。水質汚染や水不足などにも直面したものの、長年の努力の結果

これを克服した。このような経験を生かし、同市としては途上国の水問題解決に積極的に

協力したいとの考えを持っていた。

カンボジアの首都プノンペン市は、20年間にも及ぶ内戦により、市内の水道施設を含む

都市インフラの多くが壊滅的なダメージを受けた。1991年パリ和平協定により、内戦が終

結し、カンボジア復興に対する国際援助が本格的に始まり、中でも国民生活に不可欠な水

道サービスの復興は最優先とされた。1992年から日本、フランス、世界銀行及びアジア開

発銀行等からの資金協力が開始された。1993年、カンボジア政府及びプノンペン水道公社

は莫大な資金の投入で復旧しつつある水道施設を適正に運転・維持管理していくための技

術指導を日本政府に要請した。これを受けて、北九州市は職員をプノンペンに派遣したが、

これを契機にカンボジアに対し継続して水道局の職員を専門家として派遣しており（写真

４）、その数は延べ44名に上っている。こうして、カンボジアでは漏水率が今では日本並み

の数％まで改善するなど、著しい成果を上げている。

写真４ カンボジアでの説明・指導の様子 北九州市は、日本の自治体の中でも海外水

ビジネスに対する動きが早く、市と民間企業

の連携組織をつくり、海外との国際協力など

も行ってきた。その背景には、政令指定都市

の中でも人口減少の速度が早く、自治体とし

ての水道事業の将来に対する危機感が他の自

治体よりも強かったことが挙げられるが、同

市に対しては、北九州市立大学の研究者から、

活路を海外に求める以外に水道事業の未来が

ないというような提言が行われていた
42
。

(出所)ＪＩＣＡウェブサイト 「環境」と「アジア」をキーワードに都市

戦略を進めている北九州市にとっても、海外水ビジネスの推進は同市の成長戦略に合致

するものであった43。

北九州市では、2010年8月、公民連携で海外水ビジネスを進める組織として、「北九州市

海外水ビジネス推進協議会」（以下「協議会」という。現在112社参加）を全国に先駆けて

設立し、ビジネス展開に向けた取組を開始した。そして、同年11月にはベトナム・ハイフ

ォン市下水道排水公社と下水道分野の技術協力・交流に関する覚書を結んだ。

2011年7月には、シンガポールで開催された「ジャパンビジネスフォーラム」において、

北橋健治北九州市長が市の水ビジネスの取組を世界に向けて情報発信するなど、積極的な

トップセールスも行った。

また、2011年３月に自治体として初めて、カンボジアのシュムリアップ市浄水場の基本

設計補完業務を受注し、８月にセン・モノロム市の上水道整備事業のコンサルタント業務

の受注内定を受けるなど、日本の自治体の中でも先進的な成果を上げている。

さらに、北九州市は2012年５月上旬からカンボジアのバッタンバン市及びコンポンチ

ャム市との間で上水道施設拡張の基本計画づくりを開始した。
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現在、協議会では、ＪＩＣＡに派遣している専門家や上海や大連の海外事務所を通じて

情報を収集、国ごとの戦略を練り、プロジェクト化しており、重点地域は、これまでの国

際協力の実績により政府首脳や水道公社幹部との間に人的ネットワークを築いている中国

（大連と昆明）、カンボジア、サウジアラビア、そしてベトナム（ハイフォン）である（表

４）。

表４ 北九州市の海外水ビジネスの重点地域

国 期間 協 力 分 野

中国・大連市 2001年～ 「漏水防止対策」、「水質管理」、「浄水処理施設」など

⇒大連市周辺都市まで協力を拡大（2008年より）

中国・昆明市 2007年～ 「川や湖（デン池）の水質汚濁改善」、「運営管理の高率化」

カンボジア 1999年～ 「浄水処理技術」、「排水管理システム」、「漏水防止対策」など

⇒地方８都市を対象にした技術協力へ拡大（2007年より）

◇プノンペン水道公社を対象としたＣＯ2削減

サウジアラビ 2007年～ 「下水処理施設の運転維持管理」、「高度処理施設の設計」

ア

ベトナム・ハ 2010年～ 「浄水処理技術」、「下水道技術研修」など

イフォン市

（出所）北九州市海外水ビジネス推進協議会『北九州市の海外水ビジネス展開について』(2010.9）

特にＪＩＣＡ専門家に関していえば、その継続性故にまさにそこに市が「駐在事務所」

を設けたような形になり、現地自治体との不断の接触が可能となっている。また、国土交

通省等によるＰＰＰ協議会には水道局長が会員として参加しており、貴重な情報交換の場

と認識している。

2012年４月、北九州市は国土交通省より、国際展開に先進的に取り組む地方自治体とし

て認定され、ＷＥＳ Ｈｕｂの構成メンバーとして登録された。

また、2010年12月にはＮＥＤＯ、海外水循環ソリューション技術研究組合と共同で「ウ

ォータープラザ」を開設し、「海水淡水化・下水再利用統合システム」を運用するなど、

先進的な水循環システムの技術開発・運営実証・情報発信拠点として機能している(図

10)。

このように、北九州市は東京都や横浜市などと異なり、第三セクター方式ではなく、

「自治体と民間企業との連携」によって海外水ビジネス事業を展開している。



図10 北九州ウォータープラザにおける水循環システムフロー

(出所)北九州ウォータープラザ・ウェブサイト

５．終わりに

以上見てきたように、人口減少や少子高齢化などの諸要因により国内市場が縮小していく

中で、水道事業を取り巻く環境は年々厳しさを増している。事業経営の悪化や熟練技術者の

減少が今後も続けば、水道事業自体が立ち行かなくなることにもなりかねない。海外での水

ビジネスに乗り出そうという各自治体水道事業体の動きは、将来に対する不安や懸念を払し

ょくしようという気持ちの表れであろう。

しかしながら、住民の命と暮らしを守るために安定的に安全な水をほぼ独占的に提供する

ことを使命としてきた自治体水道事業体にはビジネス自体の経験が乏しいほか、我が国の諸

都市とはまったく事情が異なる海外の諸都市での水ビジネスには多くのリスクが伴う上、莫

大な投資コストがかかるという側面もあり、いくら水道の運営・管理に関して高い技術や経

験があったとしても、リスクを取らずに海外での水ビジネスを展開できることはありえない

であろう。

一口に海外と言っても、国や地域によって水問題の性格は大きく異なり、同じ国・地域で

あっても都市部と農村部とでは必要とされる水処理方法も異なる。都市部では集中型水処理

が比較的適しているが、農村部では分散型水処理の方が適している所が少なくなく、また集

中型水処理であっても、コストのかかる膜処理より活性汚泥法や緩速ろ過法の方が適してい

る場合もある。したがって、どのような水処理方法が最も現地の実情やニーズに合致するの

かを調査した上で、それに必要な施設を適正な技術とコストで造ることが求められよう。

北九州市はカンボジアで次々に浄水場建設事業の受注に成功しているが、これが可能であ

るのは、同市が水道事業分野で長年カンボジアでの水道復興や人材育成に尽力し、高い信頼

を得ているからにほかならず、このように長い年月をかけて相互の信頼関係を構築しなけれ

ば、海外での水ビジネスでの成功はあり得ないであろう
44
。

また、アジアでは近年、東アジアや東南アジアを中心に都市化が急速に進展しており、我
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が国からも多くの企業等が進出しているが、これらの地域で地方自治体が水分野での取組を

進める際には単に上下水道整備にとどまらず、先進国の都市作りの経験とノウハウをいかし

て、エネルギー、交通インフラ、水、安全、住環境を一体的に捉えたスマートシティづくり

のために官民連携の下で協力を行うことも今後重要になってくると思われる。実際、我が国

にはスマートシティづくりのノウハウを有する自治体等は少なくない。

多くの先進国で不況や景気低迷のためにインフラ需要が落ち込む一方で、新興国を中心に

途上国ではインフラ需要が伸びており、様々な国の企業が市場に参入すべく競争を繰り広げ

ている。自治体による海外での水ビジネスは緒についたばかりであるが、厳しい国際競争の

下、高いリスク管理が求められる中でそれを成功させるためにはあらゆる工夫と努力が求め

られよう。今後我が国の自治体が官民連携や我が国あるいは相手国の自治体等との連携など

により、海外展開に係る様々な課題や問題点を克服して海外での上下水道事業を受注・実施

し、そこから得られた収益を国内での事業経営の安定化につなげていくほか、それを通じて

我が国の持続的かつ安定的な成長、引いては国際社会における我が国の地位の向上に寄与で

きるのか注目していきたい。
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